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ごみステーションカラスよけ対策用資材購入補助制度について 

 

１ 趣  旨     

可燃ごみステーションにおけるカラスや小動物によるごみ散乱被害が発生しており、

自治会等からカラスよけ対策についての相談が寄せられているため、カラスよけ対策用

資材購入に係る経費の一部を補助する制度を新設します。 

なお、この事業は、有料指定ごみ袋制度導入に伴う市民サービス向上に向けた取り組

みの一環として早急に実施するため、本年9月補正予算での対応を予定しています。 

 

２ 補助対象    

可燃ごみステーション          3,731箇所（令和5年7月末現在） 

※うち、カラスよけネット利用数  約 2,300箇所（利用率約60%） 

 

３ 事業内容 

 ⑴ 主な補助要件   

① 場 所  可燃ごみステーションに設置すること （市が収集する場所に限る） 

  ② 申 請 者  自治会長等（年間2箇所まで） 

  ③ 補助対象物  カラスよけネット、折り畳み式カラスよけボックスなど 

⑵ 補   助   率  対象経費の1/2 （1箇所につき上限 10,000円） 

 

４ 申請開始    令和5年11月1日  

 

５ 周知方法    連合自治会長会議での説明のほか、広報おおがきや市ホームページ

等で周知します。 

 

６ 事 業 費    1,300千円 

 

  

 

  【裏面に続く】 

所 属 大垣市 生活環境部 クリーンセンター 

担 当 所長：三宅 主幹：竹中 

連絡先 0584-89-4124 

記者発表資料 

令和5年8月28日 
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７ 補助対象物例 

カラスよけネット 折り畳み式カラスよけボックス 

  
 


